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第 １ １ １ 号 議 案 説 明 資 料 

令和４年１２月７日 

件  名 足立区こども未来創造館の指定管理者の指定について 

所管部課名 地域のちから推進部生涯学習支援室地域文化課 

内  容 

１ 概要 

足立区ギャラクシティ指定管理者選定等審査会（以下、「審査会」とい

う。）における選定審査の結果、以下のとおり事業者を指定管理者の候補

者として選定したので、議会の議決を経て指定管理者として指定する。 

なお、ギャラクシティは令和７年度から大規模改修を予定しており、次

の指定期間は令和５年度、令和６年度の２年間となる。２年間では初期投

資や短期の人材確保が必要となる新規事業者の参入が困難であるため、公

募によらず現指定管理者を候補者とすることの可否を判定するため、審査

会を実施した。 

２ 選定内容 

（１）対象施設

（２）指定期間

令和５年４月１日から７年３月３１日まで（２年間）

（３）指定管理者の候補者（現在の指定管理者）

・ 事業者名 みらい創造堂（代表団体 ヤオキン商事株式会社）

・ 所在地  足立区足立四丁目２８番１０号 

（４）候補者となった理由・ポイント

・ ＰＤＣＡを月単位で細かく回して業務改善を図るとともに、赤

字であった財務状況が黒字化している。

・ 地元企業と共催する「おしごとらんど」やこれまでに関係を築

いてきた成田屋一門による「こども歌舞伎」など、これらの

ネットワークやノウハウを活用しようとしている。

・ 企業としての財務状況も良好で多少のイレギュラーでも耐える

基盤があると感じる。

（５）財務状況調査の結果

Ａ「非常に良好である」

（６）選定審査会

ア 開催日

令和４年８月３１日（水）

施設名 所在地 

足立区こども未来創造館 足立区栗原一丁目３番１号 
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イ 審査項目及び審査結果

「別紙１ 足立区ギャラクシティ指定管理者選定審査会選定結果集

計表」のとおり。 

ウ 委員構成（計６名）

エ 労働条件審査等の結果

社会保険労務士４名による労働条件審査を実施し、合格となった。

（７）候補者の職員平均勤続年数及び平均給与

ア 平均勤続年数 １０．５４年（臨時職員は除く） 

イ 平均給与（月額） 常勤職員 ２４４，０００円 

臨時職員   １，０９４円（時給） 

（８）指定管理料（参考見積り金額 ※ 西新井文化ホール費用含む）

① 非精算 ４８８，１１１，４５５円（税込）

② 要精算  ８４，９５５，４４０円（税込） 

（９）参考見積り金額について

参考見積り金額については令和元年度の地域学習センター指定管理

期間の延長事例にならい審査項目にしていなかったが、あらためて審

査委員に意見聴取し、以下のような意見があった。 

・ 事業者の見積り金額は令和３年度実績に人件費上昇分を加えた

相当額であり、かつ区の積算額を下回っていることから、妥当

な金額である。

・ ５年前の人件費に上昇分を加えることは当然である。

３ 添付資料 

別紙１ 足立区ギャラクシティ指定管理者選定審査会選定結果集計表 

別紙２ ギャラクシティの指定管理に係る収支計画概要書 

別紙３ 指定管理者の候補者の概要 

別紙４ 令和５年度～令和６年度 運営事業計画書 

今後の方針 
本議案が議決を得られた際には、区と指定管理者との間で協定書を締結

し、令和５年４月１日から指定管理者による管理運営業務を実施する。 

種 別 氏 名 役 職 等 

学識経験者 

（有識者含む） 

【会長】 

渡辺 千歳 

東京未来大学 

こども心理学部教授 

酒井 雅男 
銀座ヒラソル法律事務所 

弁護士 

区 民 

髙橋 佑介 
足立区立小学校ＰＴＡ 

連合会元副会長 

四宮 淳司 
足立区少年団体連合協議会

副会長 

区職員 
松野 美幸 総務部長 

上遠野 葉子 子ども家庭部長 
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第 １ １ ２ 号 議 案 説 明 資 料 

令和４年１２月７日 

件  名 足立区西新井文化ホールの指定管理者の指定について 

所管部課名 地域のちから推進部生涯学習支援室地域文化課 

内  容 

１ 概要 

足立区ギャラクシティ指定管理者選定等審査会（以下、「審査会」とい

う。）における選定審査の結果、以下のとおり事業者を指定管理者の候補

者として選定したので、議会の議決を経て指定管理者として指定する。 

なお、ギャラクシティは令和７年度から大規模改修を予定しており、次

の指定期間は令和５年度、令和６年度の２年間となる。２年間では初期投

資や短期の人材確保が必要となる新規事業者の参入が困難であるため、公

募によらず現指定管理者を候補者とすることの可否を判定するため、審査

会を実施した。 

２ 選定内容 

（１）対象施設

（２）指定期間

令和５年４月１日から７年３月３１日まで（２年間）

（３）指定管理者の候補者（現在の指定管理者）

・ 事業者名 みらい創造堂（代表団体 ヤオキン商事株式会社）

・ 所在地  足立区足立四丁目２８番１０号 

（４）候補者となった理由・ポイント

・ ＰＤＣＡを月単位で細かく回して業務改善を図るとともに、赤

字であった財務状況が黒字化している。

・ 地元企業と共催する「おしごとらんど」やこれまでに関係を築

いてきた成田屋一門による「こども歌舞伎」など、これらの

ネットワークやノウハウを活用しようとしている。

・ 企業としての財務状況も良好で多少のイレギュラーでも耐える

基盤があると感じる。

（５）財務状況調査の結果

Ａ「非常に良好である」

（６）選定審査会

ア 開催日

令和４年８月３１日（水）

施設名 所在地 

足立区西新井文化ホール 足立区栗原一丁目３番１号 
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イ 審査項目及び審査結果

「別紙１ 足立区ギャラクシティ指定管理者選定審査会選定結果

集計表」のとおり。 

ウ 委員構成（計６名）

エ 労働条件審査等の結果

社会保険労務士４名による労働条件審査を実施し、合格となった。

（７）候補者の職員平均勤続年数及び平均給与

ア 平均勤続年数 １０．５４年（臨時職員は除く） 

イ 平均給与（月額） 常勤職員 ２４４，０００円 

臨時職員   １，０９４円（時給） 

（８）指定管理料（参考見積り金額 ※ こども未来創造館費用含む）

① 非精算 ４８８，１１１，４５５円（税込）

② 要精算  ８４，９５５，４４０円（税込） 

（９）参考見積り金額について

参考見積り金額については令和元年度の地域学習センター指定管理

期間の延長事例にならい審査項目にしていなかったが、あらためて審

査委員に意見聴取し、以下のような意見があった。 

・ 事業者の見積り金額は令和３年度実績に人件費上昇分を加えた

相当額であり、かつ区の積算額を下回っていることから、妥当

な金額である。

・ ５年前の人件費に上昇分を加えることは当然である。

３ 添付資料 

別紙１ 足立区ギャラクシティ指定管理者選定審査会選定結果集計表 

別紙２ ギャラクシティの指定管理に係る収支計画概要書 

別紙３ 指定管理者の候補者の概要 

別紙４ 令和５年度～令和６年度 運営事業計画書 

今後の方針 
本議案が議決を得られた際には、区と指定管理者との間で協定書を締結

し、令和５年４月１日から指定管理者による管理運営業務を実施する。 

種 別 氏 名 役 職 等 

学識経験者 

（有識者含む） 

【会長】 

渡辺 千歳 

東京未来大学 

こども心理学部教授 

酒井 雅男 
銀座ヒラソル法律事務所 

弁護士 

区 民 

髙橋 佑介 
足立区立小学校ＰＴＡ 

連合会元副会長 

四宮 淳司 
足立区少年団体連合協議会

副会長 

区職員 
松野 美幸 総務部長 

上遠野 葉子 子ども家庭部長 
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審査の着眼点 委員Ａ 委員Ｂ 委員Ｃ 委員Ｄ 委員Ｅ 委員Ｆ 合計点 平均点

適切に施設を管理し、効果的
な事業を実施しているか。

３点／５点 ３点／５点 ４点／５点 ３点／５点 ４点／５点 ４点／５点 ２１点／３０点 ３．５点／５点

こども未来
創造館

子どもたちが楽しみながら体
験し、チャレンジ精神を育む
場となるか

４点／５点 ４点／５点 ５点／５点 ３点／５点 ４点／５点 ４点／５点 ２４点／３０点 ４点／５点

西新井文化
ホール

区民の文化活動を支援し、
様々な文化芸術やエンターテ
イメントに出会える場となる
か

３点／５点 ４点／５点 ５点／５点 ３点／５点 ４点／５点 ４点／５点 ２３点／３０点 ３．８点／５点

安定した施設管理ができる人
員体制や経営状況であるか

４点／５点 ３点／５点 ４点／５点 ４点／５点 ５点／５点 ４点／５点 ２４点／３０点 ４点／５点

総得点 得点率 結果

９２点 ７６％ 合格

※ 標準得点率６０％

項　目

組織体制

足立区ギャラクシティ指定管理者選定審査会選定結果集計表

事業
計画

施設管理運営実績

得点率が標準得点率の６０％を上回ったため、現指定管理者を指定管理者の候補者として
選定することが決定した。

別紙 1
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令和５年度 ギャラクシティ（こども未来創造館・西新井文化ホール）の指定管理に係る 

収支計画概要書 

１ 収入 

（単位：千円） 

項目 科目 金額 備考 

管理委託料 管理運営費 488,111 

その他収入 事業収入 25,000 

収入計（Ａ） 513,111 

２ 支出 

（単位：千円） 

項目 科目 金額 備考 

人件費 

統括責任者 （6,500） 

副責任者（2名）   （9,515） 

施設維持保全責任者 （5,075） 

正規職員（39名） （148,410） 

臨時職員（69名） （103,185） 

272,685 

事務費 

事業費 （107,455） 

広告費 （21,000） 

その他経費 （43,415） 

171,870 

賃借料、保険料他  

管理維持費 施設管理経費 68,556 

支出計（Ｂ） 513,111 

収支＝（Ａ）－（Ｂ） 0 

別紙２ 
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指定管理者の候補者の概要 

こども未来創造館・西新井文化ホール 

団体名（代表） ヤオキン商事株式会社（代表取締役 伊藤 治光）

① 主たる事務所の所在地 東京都足立区足立四丁目２８番１０号 

② 年月日 昭和２７年１１月 

③ 現在の資本金 ３，０００万円 

④ 役員名簿 代表取締役 伊藤 治光 

⑤ 事業概要

■自動車の修理・整備・損害保険販売

自動車の修理・整備・鈑金、民間車検場、新車・中古車の販

売、リース、レンタカー損害保険販売、特殊車両の製造販売 

■指定管理者事業、委託業務事業

公共施設の総合管理運営、学校用務、施設内警備、建築物空

気環境測定業務、清掃業務、イベント企画・運営 

■住宅設備（リフォーム）工事・ショールーム運営

キッチン・浴槽のリフォーム、冷暖房器具の売工、太陽光パ

ネル・ＩＨ製品の販売施工

■エネルギー・燃料関連事業

環境防災型セルフガソリンスタンド事業、家庭用燃料（ＬＰ

ガス・灯油）の販売、太陽光発電事業 

■不動産事業

⑥ 区内における

指定管理の実績

梅田地域学習センター、梅田体育館、梅田図書館 

生涯学習センター 

舎人地域学習センター、舎人図書館 

竹の塚地域学習センター、竹の塚図書館 

中央本町地域学習センター、中央本町体育館、やよい図書館 

鹿浜地域学習センター、鹿浜体育館、鹿浜図書館 

平野運動場 

⑦ 他自治体における

指定管理の実績

上戸田地域交流センター、戸田市立図書館上戸田分室、狭山

台図書館、相模原市立東林ふれあいセンター 

別紙３ 
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指定管理者の候補者の概要 

こども未来創造館・西新井文化ホール 

団体名（構成） 株式会社協栄（代表取締役 山田 賢治） 

① 主たる事務所の所在地 東京都中央区日本橋牡蠣殻町２丁目１３番９号 

② 年月日 昭和３９年５月 

③ 現在の資本金 ９，７５０万円 

④ 役員名簿 代表取締役 山田 賢治 

⑤ 事業概要

■建物総合管理業務

官公庁、民間の建物設備管理 

事務施設、スポーツ施設、文化施設、教育関連施設、医療関 

連施設等の清掃・警備 

■イベント・施設運営管理業務

イベント企画・運営

体育館、プール、競技場、野球場等スポーツ施設管理・運営 

美術館・ミュージアム管理 

ホール、展示場、劇場の運営サービス

■PPP（官民連携事業）

文教施設、レクリエーション・スポーツ施設、複合施設等の 

指定管理者事業 

スポーツ施設、美術館・ミュージアム、ホール等の PFI 事業

⑥ 区内における

指定管理の実績
なし 

⑦ 他自治体における

指定管理者等の実績

国立代々木競技場、ハイパフォーマンススポーツセンター、 

東京国際フォーラム、ベルーナドーム、ぴあアリーナ MM、 

お茶と宇治のまち歴史公園茶づな、カヌー・スラロームセン 

ター、萩中公園水泳場、新横浜公園（日産スタジアム）、フ

ジテレビ本社ビル球体展望室、フジテレビ湾岸スタジオ、東 

京都現代美術館、三菱一号館美術館、彩の国さいたま芸術劇 

場、さいたま市宝来グランド・ゴルフ場、上尾市健康プラザ 

わくわくランド、上尾市戸崎公園パークゴルフ場、柏市スポ 

ーツ施設、鎌ヶ谷市スポーツ施設、白井市民プール、学校法 

人東邦大学大森キャンパス、中央大学法学部多摩校舎、日本 

大学芸術学部江古田校舎、藤枝市民グランド・藤枝市民テニ 

ス場 他
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令和５年度～令和６年度 運営事業計画書 

指定管理者 所 在 地 足立区足立４－２８－１０ 

団 体 名 みらい創造堂 

代表者氏名 伊藤治光     ○印

１ 令和５年度事業計画 

（１）令和５年度に、御社が特に力を入れて取り組みたいと考えるこども未来創造館事

業について、具体的に記述してください。 

「体験」から「協創」へ。 

未来あるこどもたちの成長支援をさらに強化していくために、これまでの重点事 

業をさらに進化・発展させていく。こども自らが考える発想やプログラムの取り 

込み、地域の方の知恵や経験を吸収しながら、地域全体でこどもたちの成長を押 

し上げていく協創スキームを確立していく。 

今年の「おしごとらんど」は足立区愛が芽生えます！ 

◆事業名：「キャリアチャレンジ in足立」

◆内 容：東京商工会議所足立支部設立５０周年記念事業として、足立区の

企業が、足立区のこどもたちのために夢を描くお手伝いをする。 

おしごと体験スペシャル足立区企業編。J:COM 足立との共催企画。 

◆効 果：将来の社会人としての基盤づくりを形成していく。こどもたちに

足立区への愛着心が醸成される。 

  まるちたいけんドームの最新技術を活かすのは皆様のアイデアです！ 

◆事業名：「区民プロデュースによる映像制作体験」

◆内 容：区内の小中学生、ボランティアスタッフ、協力者、まるちたいけん

ドームスタッフが一体となって地域の方（区民）にお見せできる 

プログラムを制作する。企画・構成から、映像制作、ナレーション 

作成、録音、編集、仕上げまでをスタッフとして協働する。 

◆効 果：本番で作る作品の制作を通して、参加者（小中学生）に、世代横断

のチームで活動することを通じて、社会の一員である自覚と自信を 

もってもらう。 

別紙４
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「こどものために」から「こどもとともに」進化する「こどみ」！ 

◆事業名：「こどもみーてぃんぐ」

◆内 容：令和４年度末に実施される「こどもみーてぃんぐ（こどみ）」メン

バ―による足立の未来を語る「こども総会」で決まった事を実現 

していく年にする。用意されたプログラムだけでなく、自ら考え 

た新企画やプログラム作りに果敢に挑戦していく。 

◆効 果：こどもたちを主体的におき、アイデアを具現化する過程で、個性

や可能性を引き伸ばしていく。

（２）令和５年度について、御社が取り組みたいと考える西新井文化ホール事業の内

容を具体的に記述してください。（複数可） 

「成長した自分を、みんなに大公開だ！」 

こどもたちの好奇心が自らの学びや発見に変り、その成果を発表することで、 

自己発信力を高めたり、自信を深めていく。体験プログラムの拡充を図り、こど 

もたちをキラキラ輝かせる場をプロデュースしていく。 

「大ひょうげん」新プログラム アーティストコラボ企画 登場！ 

◆事業名：「ザ・グレイテスト・エンターテインメントショー アイドル体験」 

◆内 容：事前ワークショップを経て、一流アーティストとコラボする夢の

饗宴企画。アイドルは人気のハロー！プロジェクトを予定。 

◆効 果：舞台経験を積む事で、自己表現力や発信力を向上させていく。

ギャラクシティオリジナルコンテンツとしてのブランド力向上。 
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さらなる広がりを見せる「第２回音楽の日」 

◆事業名：「音楽の日」「音楽の日 ～ストリートピアノフェスティバル～」

◆内 容：音楽の日では、全館各場所（スペース）で多様な音（音楽）が流れ

ており、実際にその楽器に触れていただける機会を用意。和楽器、 

洋楽器の他、世界の楽器シリーズも用意する。ステージでは、プロ 

ピアニストによる伴奏にあわせてアンサンブル体験も実施。 

足立区各所でストリートピアノのアウトリーチを実施。アリオ西新 

井や西新井大師、各地域学習センター等、各小学校など（予定）。 

各地で予選を実施し、２３年８月開催予定のギャラクシティストリ 

ートピアノフェスに出演し、人気 youtuberと饗宴していただく。 

出演者予定者は、けいちゃん、ハラミちゃん、ジェイコブ・コーラ 

ー他。 

◆効 果：足立区におけるストリートピアノ文化の拡大。動画プレミア配信等

によるギャラクシティの広域 PRを実現。 

「JAPAN FESTA ２０２４」の主役は、豪華でかわいいこどもたちです！ 

◆事業名：「主演 市川ぼたんによるギャラクシティ歌舞伎 第 4弾」

◆内 容：これまで積み上げてきた舞踊、殺陣、台詞部門に加えて、鳴り物

（楽器）を追加してさらに厚みをつけていき、こども歌舞伎として、 

ステージでお披露目する。講師陣は引き続き、成田屋一門の現役

歌舞伎俳優陣に依頼。主演として市川ぼたんを配し（予定）、ギャ 

ラクキッズが盛り上げていく。

◆効 果：次世代への伝統文化の振興と継承。世襲制では無いことを知り、

好奇心を高め、より目標を持って活発化していく。 
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２ 令和６年度事業計画 

（１）令和６年度に、御社が特に力を入れて取り組みたいと考えるこども未来創造館事

業について、具体的に記述してください。 

ギャラクシティ３０周年を祈念して、これまでの歩みを振り返り、感謝の意を 

込め、年間をとおして毎月感謝祭を実施する。年度末には大感謝を開催して締め 

くくる。竹の塚にプラネタリウムが設立されて５０周年という節目でもあり、 

全館を上げた一大イベントとして実施し、リニューアル後の期待感を醸成する。 

ギャラクシティ設立３０年イベントは感謝の集大成！ 

◆事業名：「ギャラクシティ３０周年感謝祭」

◆内 容：過去人気コンテンツや人気公演なども取り混ぜながら、既存人気

プログラムを中心に毎月テーマを掲げて感謝イベントを実施。 

過去の写真などの一般公募も実施し、３０年の歩みを振り返る。 

第一弾「大ひょうげん 感謝祭スペシャル」 

第二弾「音楽の日 感謝祭スペシャル」 

第三弾「JAPAN FESTA 感謝祭スペシャル」 

  第四弾「プラネタリウム上映番組 感謝祭スペシャル」 

  第五弾「人気投票コンテンツ 感謝祭スペシャル」 

他

ファイナル「年度末 大感謝祭」

◆効 果：年間開催として広報していき、来場意欲を持って来館していただく

ことで、リニューアル後の期待感を膨らませていただく。 
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（２）令和６年度について、御社が取り組みたいと考える西新井文化ホール事業の内

容を具体的に記述してください。（複数可） 

ギャラクシティ３０周年祈念イベントの一環として、これまで西新井文化ホール 

で活動してきた団体や個人の方に結集していただき、地域の方に感謝の意を込め  

て、活動の成果をお披露目する機会を設け、リニューアル後の再会を約束する。 

西新井文化ホールをこよなく愛する人たちによる渾身の７日間 

◆事業名：「ギャラクシティ３０周年 音楽の日スペシャル７DAYS」

◆内 容：支援団体の足立シティオーケストラ、足立吹奏楽団、足立区民合唱

団、歓喜の演、ブリランテ、音楽コンクールの他、東京藝大、地元 

小中学校生の方にお声掛けし、ご協力のもとに体験教室の実施や 

演奏をとおして、地域の方との交流を図る。 

目玉企画として、下記３点のコンテンツを企画予定。 

「地域の方が望む文化ホールで公演して欲しいアーティストを呼 

 ぶ企画」（予算上限あり） 

「ピアノ系人気 youtuber との連弾企画」 

「ザ・カラオケバトル at 西新井文化ホール」 

など話題性があり、集客力のある企画を取り込み、来館者への日頃 

のご愛顧に感謝し楽しんでいただく。 

◆効 果：支援団体等の横断的なつながりの醸成と深耕によって、足立区に

おける今後の音楽活動振興の礎となる。同時に西新井文化ホールの 

エンターテインメント性を発揮して、新生文化ホールの未来像を

期待していただく。 
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第 １ １ ３ 号 議 案 説 明 資 料 

令和４年１２月７日 

件  名 足立区地域学習センターの指定管理者の指定について 

所管部課名 地域のちから推進部生涯学習支援室生涯学習支援課 

内  容 

１ 概要 

足立区生涯学習関連施設指定管理者選定審査会の選定審査の結果、以

下の者を指定管理者候補者として選定したので、議会の議決を経て指定

管理者として指定する。 

２ 選定内容 

（１）対象施設

施設名 所在地 

ア 足立区梅田地域学習センター 足立区梅田七丁目３３番１号 

イ 足立区花畑地域学習センター 足立区花畑四丁目１６番８号 

（２）指定期間

令和５年４月１日から令和１０年３月３１日まで（５年間）

（３）指定管理者候補者

施設名 事業者名 所在地 

ア 足立区梅田地域

学習センター 

みんなでつくるあだちの

未来共同事業体 

【代表団体】  

株式会社小学館集英社 

プロダクション 

（代表者 都築 伸一郎） 

千代田区 

神田神保町 

二丁目３０番地 

イ 足立区花畑地域

学習センター 

ＴＭ・アズビル共同事業体 

【代表団体】 

株式会社ティー・エム・ 

エンタープライズ

（代表者 川名 康仁） 

足立区 

江北一丁目 

３３番２２号 

（４）応募事業者数

ア 足立区梅田地域学習センター ２事業者 

イ 足立区花畑地域学習センター ４事業者 
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（５）現在の指定管理者     

  以下のセンターを除き、候補者と同じ 

施設名 事業者名 所在地 

足立区梅田地域 

学習センター 

ヤオキン商事株式会社 

（代表者 伊藤 治光） 

足立区足立四丁目 

２８番１０号 

（６）候補者となった理由・ポイント 

  地域特性を把握しており、提案内容が具体的で分かりやすく、質の高

い利用者サービス及び生涯学習の振興に資するものであった。 

（７）候補者となった経過 

ア 公募 令和４年４月１日から令和４年５月３１日まで 

イ 財務状況調査の結果 

   以下のとおり 

事業者名 財務状況調査結果 

みんなでつくるあだちの未来共同事業体 

代表

団体 

株式会社小学館集英社 

プロダクション 
Ｂ「良好である。」 

構成

団体 

株式会社図書館流通センター Ａ「非常に良好である。」 

野村不動産パートナーズ 

株式会社 
Ａ「非常に良好である。」 

ＴＭ・アズビル共同事業体 

代表

団体 

株式会社ティー・エム・ 

エンタープライズ 
Ｂ「良好である。」 

構成

団体 
アズビル株式会社 Ａ「非常に良好である。」 

（８）選定委員会 

ア 委員会開催状況 

開催日 内 容 審査事業者数 

令和４年７月１２日 第一次審査（書類審査） ６事業者 

令和４年８月 ４日 

５日 

第二次審査（事業者プレゼン

テーション、ヒアリング） 
６事業者 
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イ 委員構成（計６名）

種 別 氏 名 役職等 

学識経験者 

(有識者含む) 

【会長】 

髙 井   正 
立教大学  

学校・社会教育講座 特任准教授 

岩 崎 久美子 放送大学 教養学部 教授 

原 田 隆 史 
同志社大学大学院 

総合政策科学研究科 教授 

区民 
田 中 ひろ子 足立区体育協会 副会長 

木 村 惠 子 足立区文化連合会 会計 

区職員 石 井 高 雄 中部地区建設課長 

（９）審査項目及び審査結果

「区民委員会議案説明別添資料 指定管理者の指定について」を参照

（１０）労働条件審査等の結果

審査会において候補となった事業者のうち、以下の事業者に対し

て、社会保険労務士６名（各事業者につき２名）による労働条件審

査を実施し、合格となった。 

・ 野村不動産パートナーズ株式会社

・ 株式会社ティー・エム・エンタープライズ

・ アズビル株式会社

なお、その他の候補者については、過年度に実施した労働条件審査

に合格しており、その審査結果が有効であるため、今回の審査を省略

する。 

（１１）候補者の従業員平均勤続年数及び平均給与

候補者名 
平均勤

続年数 
平均給与（月額） 

み
ん
な
で
つ
く
る
あ
だ
ち
の

未
来
共
同
事
業
体

株式会社小学館集

英社プロダクショ

ン 

８年 

６か月 

管理職 ５０４，９９７円 

常 勤 ２３６，８４３円 

短時間労働者 時給１，０９５円 

株式会社図書館流

通センター 

６年 

６か月 

管理職 ４７８，９６２円 

常 勤 １９０，１０９円 

短時間労働者 時給１，０７３円 

野村不動産パート

ナーズ株式会社

１０年 

８か月 

管理職 ５７８，６００円 

常 勤 ３４１，４９５円 

短時間労働者 時給１，０８８円 

Ｔ
Ｍ
・
ア
ズ
ビ
ル

共
同
事
業
体

株式会社ティー・

エム・エンタープ

ライズ

６年 

１０か月 

管理職 ３８１，０６２円 

常 勤 ２５３，０７７円 

短時間労働者 時給１，２８０円 

アズビル株式会社
２０年 

１か月 

管理職 ５９６，８３１円 

常 勤 ３２３，７１１円 

短時間労働者 時給１，０８０円 

17



（１２）指定管理料 

施設名 指定管理料（見積金額） 

ア 足立区梅田地域 

学習センター 

令和５年度から令和８年度の各年度 

（地域学習センター・図書館・体育館） 

２１０，２２７，４８０円（税込） 

令和９年度 

（地域学習センター・体育館） 

１３９，１１１，４８０円（税込） 

※ 令和９年度は、梅田図書館単独で指定

管理の予定。 

イ 足立区花畑地域 

学習センター 

令和５年度から令和９年度の各年度 

（地域学習センター・図書館・体育館） 

１６０，６６６，０００円（税込） 

 

３ 添付資料（別添資料１） 

  区民委員会議案説明別添資料 指定管理者の指定について 

問 題 点

今後の方針 

本議案が議決を得られた際には、区と指定管理者との間で協定書を締結

し、令和５年４月１日から指定管理者による管理運営業務を実施する。 
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第 １ １ ４ 号 議 案 説 明 資 料 

 

令和４年１２月７日 

件  名 足立区立図書館の指定管理者の指定について 

所管部課名 地域のちから推進部生涯学習支援室中央図書館 

内  容 

１ 概要 

足立区生涯学習関連施設指定管理者選定審査会の選定審査の結果、以

下の者を指定管理者候補者として選定したので、議会の議決を経て指定

管理者として指定する。 

 

２ 選定内容 

（１）対象施設 

施設名 所在地 

ア 足立区立梅田図書館 足立区梅田七丁目１３番１号 

イ 足立区立花畑図書館 足立区花畑四丁目１６番８号 

（２）指定期間 

施設名 所在地 

ア 足立区立梅田図書館 
令和  ５年４月 １日から 

令和  ９年３月３１日まで（４年間） 

イ 足立区立花畑図書館 
令和 ５年４月 １日から 

令和１０年３月３１日まで（５年間） 

※ アについては、令和９年度に梅田八丁目複合施設への移転を予定

しているため、令和８年度までの指定期間とする。 

（３）指定管理者候補者 

施設名 事業者名 所在地 

ア 足立区立梅田 

図書館 

みんなでつくるあだちの

未来共同事業体 

【代表団体】  

株式会社小学館集英社 

プロダクション 

（代表者 都築 伸一郎） 

千代田区 

神田神保町 

二丁目３０番地 

イ 足立区立花畑 

図書館 

ＴＭ・アズビル共同事業体 

【代表団体】 

株式会社ティー・エム・ 

エンタープライズ 

（代表者 川名 康仁） 

足立区 

江北一丁目 

３３番２２号 
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（４）応募事業者数 

ア 足立区立梅田図書館   ２事業者 

イ 足立区立花畑図書館   ４事業者 

（５）現在の指定管理者     

  以下の図書館を除き、候補者と同じ 

施設名 事業者名 所在地 

足立区立梅田 

図書館 

ヤオキン商事株式会社 

（代表者 伊藤 治光） 

足立区足立四丁目 

２８番１０号 

（６）候補者となった理由・ポイント 

地域特性を把握しており、提案内容が具体的で分かりやすく、質の高

い利用者サービス及び生涯学習の振興に資するものであった。 

（７）候補者となった経過 

ア 公募 令和４年４月１日から令和４年５月３１日まで 

イ 財務状況調査の結果 

   以下のとおり 

事業者名 財務状況調査結果 

みんなでつくるあだちの未来共同事業体 

代表

団体 

株式会社小学館集英社 

プロダクション 
Ｂ「良好である。」 

構成

団体 

株式会社図書館流通センター Ａ「非常に良好である。」 

野村不動産パートナーズ 

株式会社 
Ａ「非常に良好である。」 

ＴＭ・アズビル共同事業体 

代表

団体 

株式会社ティー・エム・ 

エンタープライズ 
Ｂ「良好である。」 

構成

団体 
アズビル株式会社 Ａ「非常に良好である。」 

（８）選定委員会 

ア 委員会開催状況 

開催日 内 容 審査事業者数 

令和４年７月１２日 第一次審査（書類審査） ６事業者 

令和４年８月  ４日 

５日 

第二次審査（事業者プレゼン

テーション、ヒアリング） 
６事業者 
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イ 委員構成（計６名） 

種 別 氏 名 役職等 

学識経験者 

(有識者含む) 

【会長】 

髙 井   正 
立教大学  

学校・社会教育講座 特任准教授 

岩 崎 久美子 放送大学 教養学部 教授 

原 田 隆 史 
同志社大学大学院  

総合政策科学研究科 教授 

区民 
田 中 ひろ子 足立区体育協会 副会長 

木 村 惠 子 足立区文化連合会 会計 

区職員 石 井 高 雄 中部地区建設課長 

（９）審査項目及び審査結果 

 「区民委員会議案説明別添資料 指定管理者の指定について」を参照 

（１０）労働条件審査等の結果 

審査会において候補となった事業者のうち、以下の事業者に対し

て、社会保険労務士６名（各事業者につき２名）による労働条件審

査を実施し、合格となった。 

・ 野村不動産パートナーズ株式会社 

・ 株式会社ティー・エム・エンタープライズ 

・ アズビル株式会社 

なお、その他の候補者については、過年度に実施した労働条件審査

に合格しており、その審査結果が有効であるため、今回の審査を省略

する。 

（１１）候補者の従業員平均勤続年数及び平均給与 

候補者名 
平均勤

続年数 
平均給与（月額） 

み
ん
な
で
つ
く
る
あ
だ
ち
の 

未
来
共
同
事
業
体 

株式会社小学館集

英社プロダクショ

ン 

８年 

６か月 

管理職    ５０４，９９７円 

常 勤    ２３６，８４３円 

短時間労働者 時給１，０９５円 

株式会社図書館流

通センター 

６年 

６か

月 

管理職    ４７８，９６２円 

常 勤    １９０，１０９円 

短時間労働者 時給１，０７３円 

野村不動産パート

ナーズ株式会社 

１０年 

８か月 

管理職    ５７８，６００円 

常 勤    ３４１，４９５円 

短時間労働者 時給１，０８８円 

Ｔ
Ｍ
・
ア
ズ
ビ
ル 

共
同
事
業
体 

株式会社ティー・

エム・エンタープ

ライズ 

６年 

１０か月 

管理職    ３８１，０６２円 

常 勤    ２５３，０７７円 

短時間労働者 時給１，２８０円 

アズビル株式会社 
２０年 

１か月 

管理職    ５９６，８３１円 

常 勤    ３２３，７１１円 

短時間労働者 時給１，０８０円 
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（１２）指定管理料 

施設名 指定管理料（見積金額） 

ア 足立区立梅田 

図書館 

令和５年度から令和８年度の各年度 

（地域学習センター・図書館・体育館） 

２１０，２２７，４８０円（税込） 

※ 令和９年度は、梅田図書館単独で指定

管理の予定。 

イ 足立区立花畑 

図書館 

令和５年度から令和９年度の各年度 

（地域学習センター・図書館・体育館） 

１６０，６６６，０００円（税込） 

 

３ 添付資料（別添資料１） 

区民委員会議案説明別添資料 指定管理者の指定について 

今後の方針 
本議案が議決を得られた際には、区と指定管理者との間で協定書を締結

し、令和５年４月１日から指定管理者による管理運営業務を実施する。 
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第 １ １ ５ 号 議 案 説 明 資 料  

 

令和４年１２月７日 

件  名 足立区地域体育館の指定管理者の指定について 

所管部課名 地域のちから推進部生涯学習支援室スポーツ振興課 

内  容 

１ 概要 

足立区生涯学習関連施設指定管理者選定審査会の選定審査の結果、以

下の者を指定管理者候補者として選定したので、議会の議決を経て指定

管理者として指定する。 

 

２ 選定内容 

（１）対象施設 

施設名 所在地 

ア 足立区梅田地域体育館 足立区梅田七丁目３３番１号 

イ 足立区花畑地域体育館 足立区花畑四丁目１６番８号 

（２）指定期間 

令和５年４月１日から令和１０年３月３１日まで（５年間） 

（３）指定管理者候補者 

施設名 事業者名 所在地 

ア 足立区梅田地域 

体育館 

みんなでつくるあだちの

未来共同事業体 

【代表団体】  

株式会社小学館集英社 

プロダクション 

（代表者 都築 伸一郎） 

千代田区 

神田神保町 

二丁目３０番地 

イ 足立区花畑地域 

体育館 

ＴＭ・アズビル共同事業体 

【代表団体】 

株式会社ティー・エム・ 

エンタープライズ 

（代表者 川名 康仁） 

足立区 

江北一丁目 

３３番２２号 

（４）応募事業者数 

ア 足立区梅田体育館   ２事業者 

イ 足立区花畑体育館   ４事業者 
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（５）現在の指定管理者     

  以下の体育館を除き、候補者と同じ 

施設名 事業者名 所在地 

足立区梅田地域 

体育館 

ヤオキン商事株式会社 

（代表者 伊藤 治光） 

足立区足立四丁目 

２８番１０号 

（６）候補者となった理由・ポイント 

 地域特性を把握しており、提案内容が具体的で分かりやすく、質の高

い利用者サービス及び生涯学習の振興に資するものであった。 

（７）候補者となった経過 

ア 公募 令和４年４月１日から令和４年５月３１日まで 

イ 財務状況調査の結果 

   以下のとおり 

事業者名 財務状況調査結果 

みんなでつくるあだちの未来共同事業体 

代表

団体 

株式会社小学館集英社 

プロダクション 
Ｂ「良好である。」 

構成

団体 

株式会社図書館流通センター Ａ「非常に良好である。」 

野村不動産パートナーズ 

株式会社 
Ａ「非常に良好である。」 

ＴＭ・アズビル共同事業体 

代表

団体 

株式会社ティー・エム・ 

エンタープライズ 
Ｂ「良好である。」 

構成

団体 
アズビル株式会社 Ａ「非常に良好である。」 

（８）選定委員会 

ア 委員会開催状況 

開催日 内 容 審査事業者数 

令和４年７月１２日 第一次審査（書類審査） ６事業者 

令和４年８月 ４日 

５日 

第二次審査（事業者プレゼン

テーション、ヒアリング） 
６事業者 
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イ 委員構成（計６名） 

種 別 氏 名 役職等 

学識経験者 

(有識者含む) 

【会長】 

髙 井   正 
立教大学  

学校・社会教育講座 特任准教授 

岩 崎 久美子 放送大学 教養学部 教授 

原 田 隆 史 
同志社大学大学院  

総合政策科学研究科 教授 

区民 
田 中 ひろ子 足立区体育協会 副会長 

木 村 惠 子 足立区文化連合会 会計 

区職員 石 井 高 雄 中部地区建設課長 

（９）審査項目及び審査結果 

 「区民委員会議案説明別添資料 指定管理者の指定について」を参照 

（１０）労働条件審査等の結果 

審査会において候補となった事業者のうち、以下の事業者に対し

て、社会保険労務士６名（各事業者につき２名）による労働条件審

査を実施し、合格となった。 

・ 野村不動産パートナーズ株式会社 

・ 株式会社ティー・エム・エンタープライズ 

・ アズビル株式会社 

なお、その他の候補者については、過年度に実施した労働条件審査

に合格しており、その審査結果が有効であるため、今回の審査を省略

する。 

（１１）候補者の従業員平均勤続年数及び平均給与 

候補者名 
平均勤

続年数 
平均給与（月額） 

み
ん
な
で
つ
く
る
あ
だ
ち
の 

未
来
共
同
事
業
体 

株式会社小学館集

英社プロダクショ

ン 

８年 

６か月 

管理職    ５０４，９９７円 

常 勤    ２３６，８４３円 

短時間労働者 時給１，０９５円 

株式会社図書館流

通センター 

６年 

６か月 

管理職    ４７８，９６２円 

常 勤    １９０，１０９円 

短時間労働者 時給１，０７３円 

野村不動産パート

ナーズ株式会社 

１０年 

８か月 

管理職    ５７８，６００円 

常 勤    ３４１，４９５円 

短時間労働者 時給１，０８８円 

Ｔ
Ｍ
・
ア
ズ
ビ
ル 

共
同
事
業
体 

株式会社ティー・

エム・エンタープ

ライズ 

６年 

１０か月 

管理職    ３８１，０６２円 

常 勤    ２５３，０７７円 

短時間労働者 時給１，２８０円 

アズビル株式会社 
２０年 

１か月 

管理職    ５９６，８３１円 

常 勤    ３２３，７１１円 

短時間労働者 時給１，０８０円 

25



（１２）指定管理料 

施設名 指定管理料（見積金額） 

ア 足立区梅田地域 

体育館 

令和５年度から令和８年度の各年度 

（地域学習センター・図書館・体育館） 

２１０，２２７，４８０円（税込） 

令和９年度 

（地域学習センター・体育館） 

１３９，１１１，４８０円（税込） 

※ 令和９年度は、梅田図書館単独で指定

管理の予定。 

イ 足立区花畑地域 

体育館 

令和５年度から令和９年度の各年度 

（地域学習センター・図書館・体育館） 

１６０，６６６，０００円（税込） 

３ 添付資料（別添資料１） 

  区民委員会議案説明別添資料 指定管理者の指定について 

今後の方針 
本議案が議決を得られた際には、区と指定管理者との間で協定書を締結

し、令和５年４月１日から指定管理者による管理運営業務を実施する。 
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第 １ １ ６ 号 議 案 説 明 資 料  

 

令和４年１２月７日 

件  名 足立区東綾瀬公園温水プールの指定管理者の指定について 

所管部課名 地域のちから推進部生涯学習支援室スポーツ振興課 

内  容 

１ 概要 

足立区生涯学習関連施設指定管理者選定審査会の選定審査の結果、以

下の者を指定管理者候補者として選定したので、議会の議決を経て指定

管理者として指定する。 

 

２ 選定内容 

（１）対象施設 

施設名 所在地 

足立区東綾瀬公園温水プール 足立区東綾瀬三丁目４番１号 

（２）指定期間 

令和５年４月１日から令和１０年３月３１日まで（５年間） 

（３）指定管理者候補者 

施設名 事業者名 所在地 

足立区東綾瀬公園 

温水プール 

ＴＭ・アズビル共同事業体 

【代表団体】 

株式会社ティー・エム・ 

エンタープライズ 

（代表者 川名 康仁） 

足立区 

江北一丁目 

３３番２２号 

（４）応募事業者数 

６事業者 

（５）現在の指定管理者     

施設名 事業者名 所在地 

足立区東綾瀬公園 

温水プール 

野村不動産ライフ＆スポ

ーツ・パートナーズ共同

事業体 

【代表団体】 

野村不動産ライフ＆スポ

ーツ株式会社 

（代表者 小林 利彦） 

中野区 

本町一丁目 

３２番２号 

（６）候補者となった理由・ポイント 

地域特性を把握しており、提案内容が具体的で分かりやすく、質の高

い利用者サービス及びスポーツの振興に資するものであった。 
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（７）候補者となった経過 

ア 公募 令和４年４月１日から令和４年５月３１日まで 

イ 財務状況調査の結果 

     以下のとおり 

事業者名 財務状況調査結果 

ＴＭ・アズビル共同事業体 

代表

団体 

株式会社ティー・エム・ 

エンタープライズ 
Ｂ「良好である。」 

構成

団体 
アズビル株式会社 Ａ「非常に良好である。」 

（８）選定委員会 

ア 委員会開催状況 

開催日 内 容 審査事業者数 

令和４年７月１２日 第一次審査（書類審査） ６事業者 

令和４年８月  ４日 

５日 

第二次審査（事業者プレゼン

テーション、ヒアリング） 
５事業者 

イ 委員構成（計６名） 

種 別 氏 名 役職等 

学識経験者 

(有識者含む) 

【会長】 

髙 井   正 
立教大学  

学校・社会教育講座 特任准教授 

岩 崎 久美子 放送大学 教養学部 教授 

原 田 隆 史 
同志社大学大学院  

総合政策科学研究科 教授 

区民 
田 中 ひろ子 足立区体育協会 副会長 

木 村 惠 子 足立区文化連合会 会計 

区職員 石 井 高 雄 中部地区建設課長 

（９）審査項目及び審査結果 

 「区民委員会議案説明別添資料 指定管理者の指定について」を参照 

（１０）労働条件審査等の結果 

審査会において候補となった事業者のうち、以下の事業者に対し

て、社会保険労務士４名（各事業者につき２名）による労働条件審

査を実施し、合格となった。 

・ 株式会社ティー・エム・エンタープライズ 

・ アズビル株式会社 
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（１１）候補者の従業員平均勤続年数及び平均給与 

候補者名 
平均勤

続年数 
平均給与（月額） 

Ｔ
Ｍ
・
ア
ズ
ビ
ル 

共
同
事
業
体 

株式会社ティー・

エム・エンタープ

ライズ 

６年 

１０か月 

管理職    ３８１，０６２円 

常 勤    ２５３，０７７円 

短時間労働者 時給１，２８０円 

アズビル株式会社 
２０年 

１か月 

管理職    ５９６，８３１円 

常 勤    ３２３，７１１円 

短時間労働者 時給１，０８０円 

（１２）指定管理料 

施設名 指定管理料（見積金額） 

足立区東綾瀬公園 

温水プール 

令和５年度から令和９年度の各年度 

９３,３５７,０００円（税込） 

 

３ 添付資料（別添資料１） 

区民委員会議案説明別添資料 指定管理者の指定について 

今後の方針 
本議案が議決を得られた際には、区と指定管理者との間で協定書を締結

し、令和５年４月１日から指定管理者による管理運営業務を実施する。 
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第 １ １ ７ 号 議 案 説 明 資 料 

    令和４年１２月７日 

件   名 足立区立学童保育室の指定管理者の指定について 

所管部課名 地域のちから推進部住区推進課 

内  容 

１ 概要 

足立区立学童保育室指定管理者選定審査会の選定審査の結果、以下の者を

指定管理者候補者として選定したので、議会の議決を経て指定管理者として

指定する。 

 

２ 選定内容 

（１）対象施設 

名 称 施設所在地 

足立区立亀田学童保育室 
足立区西新井栄町一丁目１番１号 

（亀田小学校内） 

足立区立鹿浜未来学童保育室 
足立区鹿浜五丁目１８番１号 

（鹿浜未来小学校内） 

足立区立新田学園学童保育室 
足立区新田三丁目３４番２号 

（新田学園第一校舎内） 

足立区立新田学園第二学童 

保育室 

足立区新田三丁目３０番１６号 

（新田学園第二校舎内） 

※ 新田学園学童保育室及び新田学園第二学童保育室は、同一事業者によ 

る一括公募 

（２）指定の期間 

令和５年４月１日から令和１０年３月３１日まで（５年間） 

（３）指定管理者の候補者 

施設名 事業者名 法人所在地 

亀田学童保育

室 

株式会社プライムツーワン 

(代表取締役 佐藤 範夫) 
札幌市豊平区月寒東五

条十丁目３番３号 

鹿浜未来学童

保育室 

株式会社セリオ 

(代表取締役 若濵 久) 

大阪市北区堂島一丁目

５番１７号 

堂島グランドビル８階 

新田学園学童

保育室 

特定非営利活動法人※ 

ワーカーズコープ 

(代表理事 田嶋 羊子) 
※ 令和5年4月1日より労働者 

協同組合へ組織変更 

豊島区東池袋一丁目 

４４番３号 

池袋ＩＳＰタマビル 新田学園第二 

学童保育室 
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（４）応募事業者数

施設名 応募事業者数 

亀田学童保育室 １事業者 

鹿浜未来学童保育室 ３事業者 

新田学園学童保育室 ２事業者 

（一括公募） 新田学園第二学童保育室 

（５）現在の指定管理者

亀田学童保育室、新田学園学童保育室・新田学園第二学童保育室は候補

者と同じ。鹿浜未来学童保育室は新規開設。 

（６）候補者となった理由・ポイント

ア 株式会社プライムツーワン（亀田学童保育室）

過去の運営実績が評価されたほか、「施設の維持・サービス体制のため

の適切な職員体制」「地域と良好な関係を作るための工夫や体制」にお 

いて高い評価を得た。 

イ 株式会社セリオ（鹿浜未来学童保育室）

他事業者と比べて全体的に評価されたほか、特に個人情報の管理や利

用者に対しての利用目的の周知など「個人情報の取扱い」において高い 

評価を得た。 

ウ 特定非営利活動法人ワーカーズコープ

（新田学園学童保育室・新田学園第二学童保育室）

過去の運営実績が評価されたほか、「防犯体制」「地域と良好な関係を

作るための工夫や体制」「災害発生時や緊急時の対応」において高い評価

を得た。 

（７）候補者となった経過

ア 公募 令和４年７月２日～令和４年８月２日

イ 財務状況調査の結果

施設名 事業者名 結果 

亀田学童保育室 
株式会社 

プライムツーワン 
Ｂ「良好である」 

鹿浜未来学童保育室 株式会社セリオ Ｂ「良好である」 

新田学園学童保育室 特定非営利活動法人

ワーカーズコープ

Ａ「非常に良好であ

る」 新田学園第二学童保育室
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ウ 選定審査会 

（ア）委員会開催状況 

 開催日 内 容 審査事業者数 

第１回 
令和４年 

８月２９日 

第一次選考 

（書類選考） 

亀田学童保育室 

１事業者 

鹿浜未来学童保育室 

３事業者 

新田学園学童保育室・ 

新田学園第二学童保育室 

※ ２事業者（一括公募） 

第２回 
令和４年 

９月１６日 

第二次選考 

(プレゼンテ

ーション) 

亀田学童保育室 

１事業者 

鹿浜未来学童保育室 

３事業者 

新田学園学童保育室・ 

新田学園第二学童保育室 

※ １事業者（一括公募） 

※ 新田学園学童保育室・新田学園第二学童保育室（一括公募）の第 

一次選考で１事業者が不合格となった。 

（イ）委員構成（計６名） 

種 別 氏 名 役職等 

学識経験者 

(有識者含む) 

【委員長】 

旦   直 子 

帝京科学大学 教育人間科学部 

幼児保育学科 准教授 

【副委員長】 

山 﨑 浩 之 

東京税理士会西新井支部 

山﨑浩之税理士事務所 

区民 

野 辺 陽 子 
足立区民生・児童委員協議会 

会長職務代理 

大久保 孝 雄 
足立区立小学校ＰＴＡ連合会 

足立区立加平小学校ＰＴＡ会長 

区職員 
依 田   保 地域のちから推進部長 

飯 塚 尚 美 学校運営部学務課長 

（ウ）審査項目及び審査結果 

亀田学童保育室指定管理者選定審査会選定結果集計表（別紙４－１、

４－２）、鹿浜未来学童保育室指定管理者選定審査会選定結果集計表

（別紙５－１、５－２）、新田学園・新田学園第二学童保育室指定管

理者選定審査会選定結果集計表（別紙６－１、６－２）のとおり。 
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エ 労働条件審査等 

学童保育室は公契約条例対象外の施設のため、鹿浜未来学童保育室の

指定管理者候補者となった事業者には自己確認チェックシートの提出

を求め、労働関係諸法令が遵守されていることを確認した。 

その他の学童保育室の指定管理者候補者となった事業者については、

今年度に行った指定管理者等評価委員会の労働条件審査において合格

となった審査結果を有効とし、今回の確認を省略する。 

（８）候補者の職員平均勤続年数及び平均給与並びに見積額 

ア 亀田学童保育室 

株式会社プライムツーワン 

平均勤続年数                ６．１年 

平均給与（月額） 

管理職     ２７０，７５０円 

常 勤     ２１６，０００円 

非常勤     時給１，１７０円 

短時間労働者  時給１，２２０円 

指定管理料 

（見積り金額） 

令和５年度から令和９年度までの各年度 

４９，９７０，０００円（非課税） 

イ 鹿浜未来学童保育室 

株式会社セリオ 

平均勤続年数  ３．０年 

平均給与（月額） 

管理職     ４０９，８１０円 

常 勤     ２４１，７２０円 

短時間労働者  時給１，０８９円 

指定管理料 

（見積り金額） 

令和５年度から令和９年度までの各年度 

３０，０２８，２４０円（非課税） 

ウ 新田学園学童保育室・新田学園第二学童保育室 

特定非営利活動法人ワーカーズコープ 

平均勤続年数  ５．０年 

平均給与（月額） 

管理職     ３０２，６５８円 

常 勤     ２４０，９５９円 

短時間労働者 時給 １，０８８円 

新田学園学童保育室 

指定管理料 

（見積り金額） 

令和５年度から令和９年度までの各年度 

１７，１６３，３８０円（非課税） 

新田学園第二学童保育

室指定管理料 

（見積り金額） 

令和５年度から令和９年度までの各年度 

４６，７８３，０２０円（非課税） 
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３ 添付資料 

別紙４－１ 亀田学童保育室指定管理者選定審査会選定結果集計表 

（第一次選考） 

４－２ 亀田学童保育室指定管理者選定審査会選定結果集計表 

（第二次選考） 

４－３ 亀田学童保育室指定管理者候補者の概要 

４－４ 亀田学童保育室 事業計画書概要 

４－５ 亀田学童保育室の管理に係る収支計画書概要 

別紙５－１ 鹿浜未来学童保育室指定管理者選定審査会選定結果集計表 

（第一次選考） 

５－２ 鹿浜未来学童保育室指定管理者選定審査会選定結果集計表 

（第二次選考） 

５－３ 鹿浜未来学童保育室指定管理者候補者の概要 

５－４ 鹿浜未来学童保育室 事業計画書概要 

５－５ 鹿浜未来学童保育室の管理に係る収支計画書概要 

別紙６－１ 新田学園・新田学園第二学童保育室指定管理者選定審査会選 

定結果集計表（第一次選考） 

６－２ 新田学園・新田学園第二学童保育室指定管理者選定審査会選 

定結果集計表（第二次選考） 

６－３ 新田学園・新田学園第二学童保育室指定管理者候補者の概要 

６－４ 新田学園・新田学園第二学童保育室 事業計画書概要 

６－５ 新田学園・新田学園第二学童保育室の管理に係る収支計画書 

    概要 

今後の方針 

１ 本議案が議決を得られた際には、区と指定管理者との間で協定書を締結し、

令和５年４月１日から指定管理者による管理運営業務を実施する。 

２ 新規開室となる学童保育室については、混乱が生じないよう適切な引き継

ぎを実施していく。 
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別紙４－1 

児童の健
全育成に
関するこ
と

児童の安
全に関す
ること

学童保育
室の衛生
管理等に
関するこ
と

事
業
者
の
本
業
の
経
営
基
盤
が
安
定

し
て
い
る
か
。

団
体
の
経
営
規
模
と
事
業
規
模
は
適

正
か
。

区
や
第
三
者
に
損
害
を
与
え
た
場
合

に
、

損
害
賠
償
で
き
る
能
力
を
有
し

て
い
る
か
。

安
定
し
た
事
業
運
営
を
で
き
る
だ
け

の
人
材
を
確
保
し
、

人
材
育
成
を

行
っ

て
い
る
か
。

賃
金
の
支
払
い
な
ど
、

職
員
の
雇
用

状
況
に
問
題
は
な
い
か
。

良
好
か
つ
豊
富
な
運
営
実
績
を
有
し

て
い
る
か
。

施
設
の
目
的
に
合
致
し
た
計
画
・
方

針
と
な
っ

て
い
る
か
。

学
童
保
育
事
業
に
つ
い
て
高
い
見
識

を
持
ち
、

児
童
の
育
成
方
針
が
的
確

に
定
め
ら
れ
て
い
る
か
。

災
害
発
生
時
や
緊
急
時
の
対
応
方
法

に
つ
い
て
適
正
に
定
め
ら
れ
て
い
る

か
。

設
備
の
衛
生
管
理
方
法
に
つ
い
て
適

正
に
定
め
ら
れ
て
い
る
か
。

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 <満点>

小計 60 60 60 642

40 44 42 48 46 44 48 48 48 48

小計 48 48 48

組織の安定性
（事業者の能力）

運営の安定性
（人材や経費）

事業計画の内容
（提案書）

配点 30 12

亀田学童保育室指定管理者選定審査会選定結果集計表（第一次選考）
選考区分 第一次選考（書面審査　令和４年８月２９日開催）

評価項目

共通項目 施設目的に関する項目

区
内
事
業
者
へ
の
割
合
加
点

（

総
得
点
の
２
～

５
％
）

ワ
ー

ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
推
進
企
業
へ
の
割
合
加
点

（

総
得
点
の
２
％
）

第
一
次
合
計

第
一
次
結
果

得点率 合否
180 120 120

株式会社プライムツーワン 0 0 456 71.0% 合
126 94 92

【第一次選考の結果】 得点率６割を満たした株式会社プライムツーワンが、第２次選考の対象となった。

別紙４－１
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別紙４－２ 亀田学童保育室指定管理者選定審査会選定結果集計表（第二次選考）

施
設
の
維
持
・
サ
ー

ビ
ス
体
制
の

た
め
の
適
切
な
職
員
体
制

防
犯
体
制
・
安
全
対
策

児
童
の
事
故
防
止
対
策

施
設
の
衛
生
管
理

職
員
へ
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
教

育 指
揮
命
令
系
統
・
本
部
と
の
連
携

児
童
や
保
護
者
が
利
用
し
や
す
い

配
慮

利
用
者
の
意
見
・
要
望
を
運
営
に

反
映
さ
せ
る
工
夫

社
会
的
弱
者
へ
の
配
慮

個
人
情
報
の
保
管
や
取
り
扱
い
に

つ
い
て
の
具
体
的
な
定
め

プ
ラ
イ
バ
シ
ー

保
護
・
管
理
に
関

す
る
教
育

利
用
者
に
対
し
て
利
用
目
的
を
通

知
す
る
な
ど
の
体
制

近
隣
住
民
等
か
ら
の
苦
情
へ
の
対

応
策

小
学
校
等
関
係
機
関
と
の
連
携
に

つ
い
て
の
積
極
的
な
体
制

地
域
と
良
好
な
関
係
を
作
る
た
め

の
工
夫
や
体
制

学
童
保
育
事
業
に
つ
い
て
の
正
し

い
理
解

児
童
の
保
護
・
育
成
に
か
か
る
指

導
方
針

児
童
の
発
達
に
即
し
た
保
育
方
針

児
童
の
集
団
に
対
す
る
指
導
方
針

発
達
支
援
児
等
の
受
け
入
れ
態
勢

補
食
に
つ
い
て
食
育
や
栄
養
バ
ラ

ン
ス
を
考
慮
し
た
計
画

日
常
生
活
に
お
け
る
安
全
衛
生
指

導
に
つ
い
て
の
保
育
計
画

団
体
の
専
門
性
や
機
能
を
活
か
し

た
画
期
的
な
提
案

職
員
の
指
導
力
を
高
め
る
た
め
の

研
修
な
ど
の
育
成
計
画

現
場
責
任
者
の
資
格
や
経
験
な
ど

の
適
正

登
室
・
降
室
の
確
認
体
制

保
護
者
と
の
連
絡
や
職
員
間
の
連

携
体
制

ア
レ
ル
ギ
ー

の
あ
る
児
童
へ
の
対

応
策

災
害
発
生
時
や
緊
急
時
の
対
応
方

法 救
急
薬
品
の
管
理
等

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 <満点> （％） <満点>

小計 1,800 （点数） 1,800

(候補者) 46 42 40 40 40 40 40 42 38 42 40 38 44 44 46 44 46 40 42 36 40 38 42 38 42 36 42 42 38 40 -2.33％

株式会社プライムツーワン 小計 △ 28.72

１位

128 120 120 120 134 408 198

1,228 1,199.28 66.6%

配点

300180 600

児童の安全・衛生管理

180 180 180 180

児童の健全育成施設の管理運営体制
施設運営の取り組み
方針

利用者の利便性 個人情報の取り扱い 地域との関係づくり

選考区分 第二次選考（プレゼンテーション等　令和４年９月１６日開催）

評価項目

共通項目 施設目的に関する項目

順位

得点率

合
計
〔

Ａ
〕

減
点
（

上
段
＝

率
　
下
段
＝

点
数
〔

Ｂ
〕
）

第
二
次
合
計
〔

Ａ
＋
Ｂ
〕

第
二
次
結
果

【第二次選考の結果】 株式会社プライムツーワンが指定管理者の候補者となった。

別紙４－２
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亀田学童保育室指定管理者候補者の概要 
 
 

団体名 
株式会社プライムツーワン 
（代表取締役 佐藤 範夫） 

主たる事務所の所在地 札幌市豊平区月寒東五条十丁目３番３号 

設立年月日 平成８年１０月２１日 

現在の資本金 ４，０００万円 

役員名簿 

代表取締役   佐藤 範夫 
取締役     佐藤 小百合 
常務取締役   橋脇 敬子 
監査役     宮村 素子 

事業概要 

１ 保育所の経営 
２ 飲食店の営業 
３ 介護業務 
４ 有料職業紹介事業 
５ 労働者派遣事業法に基づく一般労働者派遣事業 
６ 労働者派遣事業法に基づく特定労働者派遣事業 

区内における指定管理

の実績（学童保育室） 
亀田学童保育室、新田西学童保育室 

他自治体における指定

管理の実績 
（学童保育室） 

森っ子学童保育クラブ、さわら学童保育クラブ 
（北海道茅部郡） 

別紙４－３ 
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    亀田学童保育室 事業計画書概要 

１ 理念及び保育方針 
  子育て支援を通じて社会に貢献し、子どもの生命を守り成長を育むために良質の保育を 
提供する。 
子どもたち一人ひとりが主体的に生活でき、自分の気持ちを自分で伝えられるよう促し 

ていくことを通じて、子どもたちが友達と関わり、遊びの中から思いやりの心や心身を育 
てられるように支援する。 

２ 施設の管理運営体制 
（１）仕様書に定められた職員配置基準を厳守し、各時間帯においての職員体制を設定し、

運営にあたる。 
（２）小さな出来事でもヒヤリハット事例として検証を行い、職員間で情報共有を行う。 
（３）定期的な換気、保育室内の清掃・消毒、衛生用品の活用を徹底する。 
（４）設備の定期点検、危険な箇所の確認、児童の怪我防止を徹底する。 
（５）本部からの指揮命令系統を組織化し、密に連携する。 

３ 危機管理体制 
（１）３０分ルールを徹底し、事故等が発生した際は迷わず報告する。マニュアルや手順等 

について、職員間の定期的な情報共有を図る。 
（２）ツールを活用し、職員間の日常の業務連絡をスムーズに行う。 
（３）防犯・防災に関する訓練を定期的に行うとともに、災害・不審者情報を職員及び保護 

者に周知徹底する。 
（４）アレルギー時の対応表を作成するとともに、マニュアルを整備する。 

４ 個人情報の取扱い 
（１）鍵のかかる書庫を設置し、保管方法を工夫する。 
（２）個人情報については、原則外部に持ち出さない。 
（３）利用者に対して、説明会等で個人情報の利用目的を伝え、利用目的以外では使用しな

いことを周知する。 

５ 育成支援 
（１）登室した際の視診は怠らず、児童の心身の安定も含めて観察する。 
（２）様々な遊びや経験を通して社会性を身につけ、自立する力がつくように支援する。 
（３）配慮を必要とする児童については、個別の計画に沿った支援を実施し、専門家に 

よる巡回相談が受けられる環境を整備する。 
（４）おやつについては、季節の食材や行事食を大切にし、献立を作成する。 

６ 事業運営 
（１）職員間の情報共有の場を定期的に設け、振り返りを行う。 
（２）連絡帳を活用し、保護者との情報連絡を行う。 
（３）小学校や地域との連携を図るための合同行事を実施する。 
（４）利用者からの意見や要望を集め、今後の学童保育室の運営に活かしていく。 
（５）キャリアに応じた職員の研修を実施する。 
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亀田学童保育室の管理に係る収支計画書概要 
（単位：千円）  

収 支 区 分 令和５年度  令和６年度  令和７年度  令和８年度  令和９年度  

収 入 合 計 (A)   49,970   49,970   49,970  49,970  49,970 

項

目 
管理委託料   49,970   49,970   49,970  49,970  49,970 

      

支 出 合 計 (B)   49,298   49,298   49,298  49,298  49,298 

項

目 

人件費      

 人件費   41,155   41,155   41,155   41,155   41,155 

事業費      

 

  間食費   3,960   3,960  3,960   3,960  3,960 
  教材費 1,228 1,228 1,228 1,228 1,228 

感染対策費   150   150  150   150  150 

管理事務費      

 
出張交通費    54    54   54    54   54 

  事務費   570   570   570   570  570 

本部経費   1,953   1,953   1,953  1,953  1,953 

施設維持費    228    228   228   228   228 

収支(A)－(B) 672 672 672 672 672 

（各室入室５５人・５５人・５５人 計３室の場合） 
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別紙５－１

児童の健
全育成に
関するこ
と

児童の安
全に関す
ること

学童保育
室の衛生
管理等に
関するこ
と

事
業
者
の
本
業
の
経
営
基
盤
が
安
定

し
て
い
る
か
。

団
体
の
経
営
規
模
と
事
業
規
模
は
適

正
か
。

区
や
第
三
者
に
損
害
を
与
え
た
場
合

に
、

損
害
賠
償
で
き
る
能
力
を
有
し

て
い
る
か
。

安
定
し
た
事
業
運
営
を
で
き
る
だ
け

の
人
材
を
確
保
し
、

人
材
育
成
を

行
っ

て
い
る
か
。

賃
金
の
支
払
い
な
ど
、

職
員
の
雇
用

状
況
に
問
題
は
な
い
か
。

良
好
か
つ
豊
富
な
運
営
実
績
を
有
し

て
い
る
か
。

施
設
の
目
的
に
合
致
し
た
計
画
・
方

針
と
な
っ

て
い
る
か
。

学
童
保
育
事
業
に
つ
い
て
高
い
見
識

を
持
ち
、

児
童
の
育
成
方
針
が
的
確

に
定
め
ら
れ
て
い
る
か
。

災
害
発
生
時
や
緊
急
時
の
対
応
方
法

に
つ
い
て
適
正
に
定
め
ら
れ
て
い
る

か
。

設
備
の
衛
生
管
理
方
法
に
つ
い
て
適

正
に
定
め
ら
れ
て
い
る
か
。

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 <満点>

小計 60 60 60 642

38 44 50 48 44 54 56 56 56 58

小計 56 56 58

42 48 46 38 42 42 44 42 46 44

小計 42 46 44

26 26 28 44 42 48 54 52 50 52

小計 52 50 52

組織の安定性
（事業者の能力）

運営の安定性
（人材や経費）

事業計画の内容
（提案書）

配点 30 12

鹿浜未来学童保育室指定管理者選定審査会選定結果集計表（第一次選考）
選考区分 第一次選考（書面審査　令和４年８月２９日開催）

評価項目

共通項目 施設目的に関する項目

区
内
事
業
者
へ
の
割
合
加
点

（

総
得
点
の
２
～

５
％
）

ワ
ー

ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
推
進
企
業
へ
の
割
合
加
点

（

総
得
点
の
２
％
）

第
一
次
合
計

第
一
次
結
果

得点率 合否
180 120 120

株式会社セリオ 0 11 515 80.2%

Ｂ 0 8

合
132 92 110

Ａ 0 8 442 68.8% 合

430 67.0% 合
80 86 102

136 80 86

【第一次選考の結果】 得点率６割を満たした株式会社セリオ、Ａ及びＢが、第２次選考の対象となった。
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別紙５－２ 鹿浜未来学童保育室指定管理者選定審査会選定結果集計表（第二次選考）

施
設
の
維
持
・
サ
ー

ビ
ス
体
制
の

た
め
の
適
切
な
職
員
体
制

防
犯
体
制
・
安
全
対
策

児
童
の
事
故
防
止
対
策

施
設
の
衛
生
管
理

職
員
へ
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
教

育 指
揮
命
令
系
統
・
本
部
と
の
連
携

児
童
や
保
護
者
が
利
用
し
や
す
い

配
慮

利
用
者
の
意
見
・
要
望
を
運
営
に

反
映
さ
せ
る
工
夫

社
会
的
弱
者
へ
の
配
慮

個
人
情
報
の
保
管
や
取
り
扱
い
に

つ
い
て
の
具
体
的
な
定
め

プ
ラ
イ
バ
シ
ー

保
護
・
管
理
に
関

す
る
教
育

利
用
者
に
対
し
て
利
用
目
的
を
通

知
す
る
な
ど
の
体
制

近
隣
住
民
等
か
ら
の
苦
情
へ
の
対

応
策

小
学
校
等
関
係
機
関
と
の
連
携
に

つ
い
て
の
積
極
的
な
体
制

地
域
と
良
好
な
関
係
を
作
る
た
め

の
工
夫
や
体
制

学
童
保
育
事
業
に
つ
い
て
の
正
し

い
理
解

児
童
の
保
護
・
育
成
に
か
か
る
指

導
方
針

児
童
の
発
達
に
即
し
た
保
育
方
針

児
童
の
集
団
に
対
す
る
指
導
方
針

発
達
支
援
児
等
の
受
け
入
れ
態
勢

補
食
に
つ
い
て
食
育
や
栄
養
バ
ラ

ン
ス
を
考
慮
し
た
計
画

日
常
生
活
に
お
け
る
安
全
衛
生
指

導
に
つ
い
て
の
保
育
計
画

団
体
の
専
門
性
や
機
能
を
活
か
し

た
画
期
的
な
提
案

職
員
の
指
導
力
を
高
め
る
た
め
の

研
修
な
ど
の
育
成
計
画

現
場
責
任
者
の
資
格
や
経
験
な
ど

の
適
正

登
室
・
降
室
の
確
認
体
制

保
護
者
と
の
連
絡
や
職
員
間
の
連

携
体
制

ア
レ
ル
ギ
ー

の
あ
る
児
童
へ
の
対

応
策

災
害
発
生
時
や
緊
急
時
の
対
応
方

法 救
急
薬
品
の
管
理
等

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 <満点> （％） <満点>

小計 1,800 （点数） 1,800

(候補者) 36 48 46 48 48 48 46 46 42 50 48 50 46 46 46 48 48 46 46 44 48 46 46 48 42 48 46 46 48 48 -1.67％

株式会社セリオ 小計 △ 23.36

42 48 48 44 44 44 46 46 44 44 44 48 46 40 40 48 46 44 42 44 40 42 44 46 38 46 44 48 44 44

小計

40 40 40 38 40 40 40 42 42 40 40 40 34 40 38 40 40 40 40 38 38 38 38 44 38 42 38 38 38 38 -1.50％

小計 △ 18.20

選考区分 第二次選考（プレゼンテーション等　令和４年９月１６日開催）

評価項目

共通項目 施設目的に関する項目

合
計
〔

Ａ
〕

減
点
（

上
段
＝

率
　
下
段
＝

点
数
〔

Ｂ
〕
）

第
二
次
合
計
〔

Ａ
＋
Ｂ
〕

第
二
次
結
果 順位

施設の管理運営体制
施設運営の取り組み
方針

利用者の利便性 個人情報の取り扱い 地域との関係づくり 児童の健全育成 児童の安全・衛生管理

配点 得点率

180 180 180 180 180 600 300

１位

130 144 134 148 138 462 236

1,392 1,368.64 76.0%

２位

138 132 136 136

73.8%

126 434 226

64.7% ３位

120 118 124 120 112 394 194

1,163.80

　Ａ 1,328 1,328.00

　Ｂ 1,182

【第二次選考の結果】 最も得点の高かった株式会社セリオが指定管理者の候補者となった。
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鹿浜未来学童保育室指定管理者候補者の概要 
 

 

団体名 
株式会社セリオ 
（代表取締役 若濵 久） 

主たる事務所の所在地 
大阪府大阪市北区堂島一丁目５番１７号 

堂島グランドビル８階 

設立年月日 平成１７年６月２４日 

現在の資本金 １，０００万円 

役員名簿 

代表取締役   若濵  久 
取締役     中村 明裕  
取締役     海老 雅和 
監査役     藤原 齋光 

事業概要 
１ 学童保育事業、保育園の経営 
２ 幼稚園及び幼保一体施設の経営 
３ 一般労働者及び特定労働者派遣事業 他 

区内における指定管理

の実績（学童保育室） 
なし 

他自治体における指定

管理の実績 
（学童保育室） 

大宮児童館（豊明市）、灘児童館（神戸市） 
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鹿浜未来学童保育室 事業計画書概要 

１ 理念及び保育方針 
 現代の子ども達にとって大切な「自己肯定感」「思いやりの心」を養っていくために、 
遊び・体験、職員や友達との関わり、地域との関わりを通じ、子ども達が自分自身を愛し、 
周りの人を大切にしながら、コミュニケーション力や社会性を育成していく。 

２ 施設の管理運営体制 
（１）安定的に事業を実施していくために、基礎となる職員配置を遵守し運営を行う。 
（２）児童の安全確保のために、日々の安全管理を徹底し直接子どもに働きかける安全指導 

を計画的に実施する。 
（３）学童保育室の状態を把握し、危険箇所と衛生面の確認を日常的に行う。 
（４）本部機能を最大限活用し、各関係先と連携し事業を実施する。 

３ 危機管理体制 
（１）子ども達の安全・安心を念頭に、自主性を尊重しながら支援し、緊急時対応を含め施 

設を一体的に管理する。 
（２）入退室管理システムを導入し、安心へとつながるツールとして活用を検討する。 
（３）３０分ルールの周知を徹底し、迅速で適切な対応をとれる体制を構築する。 
（４）防犯・防災のマニュアルを整備し、マニュアルに沿った教育を実施する。 
（５）アレルギー対応についてもマニュアルに沿って具体策を講じ、対応にあたる。 

４ 個人情報の取扱い 
（１）関係各法令を遵守したうえで、厳正に管理する。 
（２）プライバシーマーク及びプライバシーポリシーに沿って個人情報管理を運用する。 
（３）個人情報保護について、支援員に周知徹底し、当法人管理部と連携しながら、情報漏

えいのないような管理を実施する。 

５ 育成支援 
（１）施設運営のための各種マニュアルを整備し、職員が共通意識を持って業務に取り組む 

とともに、様々な状況での統一した対応を行う。 
（２）独自の研修・教育プログラムを実施し、各職員の知識・技能の向上を図る。 
（３）施設や事業を跨いだ事例共有や施設の抱える課題の相談を行うことで、法人全体の知 

識やスキルの底上げを図る。 
（４）おやつについては、食育の観点から工夫して提供するとともに、自主性を育む取組み 

を実施する。 

６ 事業運営 
（１）定期的な情報共有を行い、より効率的な運営を進める。 
（２）学童保育室の情報を適切に共有し、保護者の意見を広く聞き、活かす運営を行う。 
（３）地域の行事に参加するなど、地域住民・近隣住民との関係づくりに努める。 
（４）サービスを公平かつ公正に提供し、子どもの安全管理を最重視した運営を進める。 
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鹿浜未来学童保育室の管理に係る収支計画書概要 
（単位：千円）  

収 支 区 分 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 

収 入 合 計 (A)   30,028   30,028   30,028  30,028  30,028 

項

目 
管理委託料   30,028   30,028   30,028  30,028  30,028 

      

支 出 合 計 (B)   29,936   29,936   29,936  29,936  29,936 

項

目 

人件費      

 人件費   24,456   24,456   24,456   24,456  24,456 

事業費      

 

  間食費   1,704   1,704  1,704   1,704  1,704 

  教材費 528 528 528 528 528 

感染対策費    100   100  100   100  100 

管理事務費      

 
出張交通費    36    36   36    36   36 

  事務費    610    610    610    610   610 

本部経費   2,350   2,350   2,350  2,350  2,350 

施設維持費    152    152   152   152   152 

収支(A)－(B) 92 92 92 92 92 

（各室入室３８人・３３人 計２室の場合） 
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全育成に
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と

児童の安
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ること

学童保育
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業
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営
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る
か
。
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体
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経
営
規
模
と
事
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は
適
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か
。
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や
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三
者
に
損
害
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え
た
場
合

に
、

損
害
賠
償
で
き
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能
力
を
有
し

て
い
る
か
。

安
定
し
た
事
業
運
営
を
で
き
る
だ
け

の
人
材
を
確
保
し
、

人
材
育
成
を

行
っ

て
い
る
か
。

賃
金
の
支
払
い
な
ど
、

職
員
の
雇
用

状
況
に
問
題
は
な
い
か
。

良
好
か
つ
豊
富
な
運
営
実
績
を
有
し

て
い
る
か
。

施
設
の
目
的
に
合
致
し
た
計
画
・
方

針
と
な
っ

て
い
る
か
。

学
童
保
育
事
業
に
つ
い
て
高
い
見
識

を
持
ち
、

児
童
の
育
成
方
針
が
的
確

に
定
め
ら
れ
て
い
る
か
。

災
害
発
生
時
や
緊
急
時
の
対
応
方
法

に
つ
い
て
適
正
に
定
め
ら
れ
て
い
る

か
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設
備
の
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生
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法
に
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に
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。

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 <満点>

小計 60 60 60 642

54 54 52 56 52 60 54 56 56 56

小計 56 56 56

42 48 46 32 36 34 34 36 34 32

小計 36 34 32

組織の安定性
（事業者の能力）

運営の安定性
（人材や経費）

事業計画の内容
（提案書）

配点 30 12

選考区分 第一次選考（書面審査　令和４年８月２９日開催）

評価項目

共通項目 施設目的に関する項目

区
内
事
業
者
へ
の
割
合
加
点

（

総
得
点
の
２
～

５
％
）

ワ
ー

ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
推
進
企
業
へ
の
割
合
加
点

（

総
得
点
の
２
％
）

第
一
次
合
計

第
一
次
結
果

得点率 合否
180 120 120

特定非営利活動法人
ワーカーズコープ

17 0 567 88.3% 合
160 108 114

Ａ 0 0 374 58.3% 否
136 68 68

別紙６－１　　新田学園・新田学園第二学童保育室指定管理者選定審査会選定結果集計表（第一次選考）

【第一次選考の結果】 得点率６割を満たした特定非営利活動法人ワーカーズコープが、第２次選考の対象となった。
得点率が６割に満たなかったＡは、第２次選考の対象外となった。
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別紙６－２ 新田学園・新田学園第二学童保育室指定管理者選定審査会選定結果集計表（第二次選考）

施
設
の
維
持
・
サ
ー

ビ
ス
体
制
の

た
め
の
適
切
な
職
員
体
制

防
犯
体
制
・
安
全
対
策

児
童
の
事
故
防
止
対
策

施
設
の
衛
生
管
理

職
員
へ
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
教

育 指
揮
命
令
系
統
・
本
部
と
の
連
携

児
童
や
保
護
者
が
利
用
し
や
す
い

配
慮

利
用
者
の
意
見
・
要
望
を
運
営
に

反
映
さ
せ
る
工
夫

社
会
的
弱
者
へ
の
配
慮

個
人
情
報
の
保
管
や
取
り
扱
い
に

つ
い
て
の
具
体
的
な
定
め

プ
ラ
イ
バ
シ
ー

保
護
・
管
理
に
関

す
る
教
育

利
用
者
に
対
し
て
利
用
目
的
を
通

知
す
る
な
ど
の
体
制

近
隣
住
民
等
か
ら
の
苦
情
へ
の
対

応
策

小
学
校
等
関
係
機
関
と
の
連
携
に

つ
い
て
の
積
極
的
な
体
制

地
域
と
良
好
な
関
係
を
作
る
た
め

の
工
夫
や
体
制

学
童
保
育
事
業
に
つ
い
て
の
正
し

い
理
解

児
童
の
保
護
・
育
成
に
か
か
る
指

導
方
針

児
童
の
発
達
に
即
し
た
保
育
方
針

児
童
の
集
団
に
対
す
る
指
導
方
針

発
達
支
援
児
等
の
受
け
入
れ
態
勢

補
食
に
つ
い
て
食
育
や
栄
養
バ
ラ

ン
ス
を
考
慮
し
た
計
画

日
常
生
活
に
お
け
る
安
全
衛
生
指

導
に
つ
い
て
の
保
育
計
画

団
体
の
専
門
性
や
機
能
を
活
か
し

た
画
期
的
な
提
案

職
員
の
指
導
力
を
高
め
る
た
め
の

研
修
な
ど
の
育
成
計
画

現
場
責
任
者
の
資
格
や
経
験
な
ど

の
適
正

登
室
・
降
室
の
確
認
体
制

保
護
者
と
の
連
絡
や
職
員
間
の
連

携
体
制

ア
レ
ル
ギ
ー

の
あ
る
児
童
へ
の
対

応
策

災
害
発
生
時
や
緊
急
時
の
対
応
方

法 救
急
薬
品
の
管
理
等

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 <満点> （％） <満点>

小計 1,800 （点数） 1,800

(候補者) 46 50 48 44 44 48 46 48 48 46 40 42 44 44 50 48 46 48 46 46 48 42 44 48 42 46 42 44 50 42 -1.67％

特定非営利活動法人
ワーカーズコープ

小計 △ 23.38

小計

順位

施設の管理運営体制
施設運営の取り組み
方針

利用者の利便性 個人情報の取り扱い 地域との関係づくり 児童の健全育成

得点率

180 180 180 180 180

選考区分 第二次選考（プレゼンテーション等　令和４年９月１６日開催）

１位

減
点
（

上
段
＝

率
　
下
段
＝

点
数
〔

Ｂ
〕
）

第
二
次
合
計
〔

Ａ
＋
Ｂ
〕

合
計
〔

Ａ
〕

128 138

第
二
次
結
果

　Ａ

評価項目

共通項目 施設目的に関する項目

144 136

600 300

児童の安全・衛生管理

142

配点

74.8%

458 224

1,346.621,370

【第二次選考の結果】 特定非営利活動法人ワーカーズコープが指定管理者の候補者となった。
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新田学園・新田学園第二学童保育室指定管理者候補者の概要 
 

 

団体名 
特定非営利活動法人ワーカーズコープ 
（代表理事 田嶋 羊子） 

主たる事務所の所在地 
豊島区東池袋一丁目４４番３号 

池袋ＩＳＰタマビル 

設立年月日 平成１３年９月１３日 

現在の資本金  － 

役員名簿 

代表理事    田嶋羊子 
理事      稲葉健太、大場寛、尾添良師、 

川原隆哲、小林勲、坂林哲雄、 
成田誠、幡野雄大、馬場幹夫、 
平本哲男、藤田徹、古村伸宏、 
横山哲平 

監事      乾川日出夫、小林文恵、小椋真一 

事業概要 
１ 保健、医療又は福祉の増進を図る活動 
２ まちづくりの推進を図る活動 
３ 子どもの健全教育を図る活動 他 

区内における指定管理

の実績（学童保育室） 
新田学園学童保育室、新田学園第二学童保育室、 
中島根学童保育室、さかえっこ学童保育室 

他自治体における指定

管理の実績 
（学童保育室） 

上柚木小学童保育所（八王子市）、印西牧の原学童ク

ラブ（印西市）他 
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新田学園・新田学園第二学童保育室 事業計画書概要

１ 理念及び保育方針

 誰一人も排除せず互いに支えあう働き方「協同労働」を通じて、「共に生き、共に働く

社会の創造」の理念のもと、一人ひとりの子どもの違いや個性を尊重し、子どもの持つ

育つ力を信じ育て、子どもの命を育む自然、人、文化など豊かな社会関係をつくり出す。

２ 施設の管理運営体制

（１）放課後児童支援員の有資格者を適正に配置し、安定した体制を築く。

（２）誰もが安心して学童保育室に通えるよう、衛生管理を徹底する。

（３）事故や怪我に留意し、安心・安全に過ごせるよう環境整備を行う。

３ 危機管理体制

（１）３０分ルールを徹底するとともに、現場の研修や会議において３０分ルールの意義や

報告の際に全体の流れについて情報共有を行う。

（２）事故発生時や災害時を想定して、防犯・防災に関する訓練等を実施する。さらに

  内容の集約及び検証を行い、保護者や関係機関との共有を図る。

（３）アレルギー児童状況票を作成し、緊急時における専門医療機関を把握する。

４ 個人情報の取扱い

（１）法人の情報セキュリティ管理規定に則り、担当者を選定し、適切に管理する。

（２）利用者に対して、説明会等で個人情報の利用目的について説明する。

（３）情報セキュリティに関する相談窓口を設置するとともに、研修を実施する。

５ 育成支援

（１）一日のカリキュラムを作成し、「遊び」を中心とした基本的生活習慣を支援する。

（２）行事に、遊びの中から出た子どもの意見を取り入れ、子どもが主体的、自主的に楽し

めるように工夫する。

（３）配慮を必要とする児童に対しては、その特性をよく理解し、一人ひとりのペースに応

じた環境整備を行う。

（４）おやつについては、食育や栄養バランス等を考慮したメニューの提供を心がける。

６ 事業運営

（１）普段から意思疎通を図り、子どもへの関わり方を検討する。また、子どもや保護者の

変化から見直しを繰り返し、一人ひとりに寄り添った支援を行う。

（２）多様に変化する社会状況の中で、あらゆる機会に保護者との信頼づくり、連携を深め

ていく。

（３）保護者だけでなく、学校や地域とも連携し、地域全体で子どもたちを育てていく。

（４）利用者からの意見、要望、苦情に対して誠意を持って迅速に対応する。また、日頃

からのコミュニケーションの中から聞き取った意見を施設運営に活かしていく。
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新田学園学童保育室の管理に係る収支計画書概要

（単位：千円） 

収 支 区 分 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

収 入 合 計 (A) 17,163 17,163 17,163 17,163 17,163 

項

目

管理委託料 17,163 17,163 17,163 17,163 17,163 

支 出 合 計 (B) 17,163 17,163 17,163 17,163 17,163 

項

目

人件費

人件費 13,824 13,824 13,824 13,824 13,824 

事業費

  間食費 1,320 1,320 1,320 1,320 1,320 

  教材費 409 409 409 409 409 

感染対策費 50 50 50 50 50 

管理事務費

出張交通費 31 31 31 31 31 

  事務費 321 321 321 321 321 

本部経費 1,132 1,132 1,132 1,132 1,132 

施設維持費 76 76 76 76 76 

収支(A)－(B) 0 0 0 0 0 

（入室５５人の場合）
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新田学園第二学童保育室の管理に係る収支計画書概要

（単位：千円）

収 支 区 分 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

収 入 合 計 (A) 46,783 46,783 46,783 46,783 46,783 

項

目

管理委託料 46,783 46,783 46,783 46,783 46,783 

支 出 合 計 (B) 46,783 46,783 46,783 46,783 46,783 

項

目

人件費

人件費 38,966 38,966 38,966 38,966 38,966 

事業費

  間食費 3,144 3,144 3,144 3,144 3,144 

  教材費 974 974 974 974 974 

感染対策費 150 150 150 150 150 

管理事務費

出張交通費 95 95 95 95 95 

  事務費 963 963 963 963 963 

本部経費 2,263 2,263 2,263 2,263 2,263 

施設維持費 228 228 228 228 228 

収支(A)－(B) 0 0 0 0 0 

（各室入室５５人・３８人・３８人 計３室の場合）
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